
 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和５年度 第２回福島県地域職業能力開発促進協議会 

 

        日時  令和６年２月２９日（木） 

           １３：３０～１５：３０ 

         場所  ラコパふくしま５階会議室Ａ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 1 - 

○事務局（鈴木） 福島労働局訓練課の鈴木と申します。日頃より大変お世話になっておりま

す。私のほうからご説明させていただきます。着座にて失礼いたします。 

  それでは、公的職業訓練実施状況について、資料のまず１をご覧いただければ、資料１ペー

ジになります。 

  こちらは、令和５年度の公的職業訓練の計画なんですが、これに基づいて今年度は様々な

取組を行ってまいりました。 

  その中で、資料２になります。次、３ページになりますが、これは前回の第１回の協議会

においても、月末現在が変わりますがお示しさせていただいたもので、今回は１月末現在の

ものとなっております。 

  この表の上の表、下の表ありますが、上の表の赤枠で示させていただいた求職者支援訓練

が上の表になります。下が公共職業訓練（離職者訓練）になりますが、令和３年度からの推

移を見ていきますと、求職者支援訓練のほうの充足率、令和３年度65.3、令和４年度72.2、

令和５年度78.4、前回も同じ推移だったんですが、求職者支援訓練のほうは定員充足率が令

和５年度に向けて高まってきており、そして、下の公共職業訓練については、令和３年度80.5、

令和４年度79.2、令和５年度77.1と、令和５年度に向けて数字が下がってます。 

  これは前回の協議会においても同じ傾向だったんですが、令和４年の７月から求職者支援

制度訓練について雇用保険受給者の方も受講指示ができるようになったということで、選択

の幅が広がったことにより選べるコースがどちらでも可能ということになって、求職者支援

制度の訓練のほうに何人か増えていった。そして、公共職業訓練のほうが減少したと、こう

いう傾向がこの１月末現在においても傾向としては見られます。 

  いずれにしても、どちらの訓練も充足に向けた取組をしっかりやってきたという中身では

あるんですが、数字的にはこんな傾向があります。受講者の選択の幅が広がったということ

はよいことではあるんですが、数字的な傾向はこのようになっております。 

  続きまして、４ページをご覧いただきまして、求職者支援訓練分野別受講・就職状況、こ

ちらのほうの特徴といたしましては、令和５年度の受講状況、上のほう、12月末ですね。令

和４年度の就職状況で、３月に修了した方の数字になりますが、左側に実践コース、一番上、

（02）デジタルからその他まであるんですが、デジタルコースについては、１の欄の充足率

が96％と高い状況を保っております。 

  （06）の農業なんですが、農業のコースもコース設定されておりまして、数字的には充足

率が57.8とありますが、右側の②番、雇用保険適用就職率、こちらのほうは63.6％と。一定

の訓練の役割は果たしているのかなというふうに思っておりまして、ただ募集定員に対する

応募が若干少なめということもありまして、ここはまた周知・広報の徹底を図っていくこと

が必要かなというふうに思っております。特徴的なところはそのようなところです。 

  続きまして、５ページなんですが、これは令和５年度に設定されました訓練コースの一覧

になります。基本的には令和４年度とそれほど大きく変わったものではございませんので、

今年度はこのようなコース設定の中で訓練の周知勧奨、あるいは受講あっせんを行っていき

たいということになります。 

  続きまして、７ページのほうをごらんいただきまして、７ページ、８ページ、９ページと、

こちらの表は第１回目の協議会のほうでもつけさせていただいた資料なんですが、ほぼ確定

版ということになるわけなんですが、数字は前回と変わっておりませんでした。ですから、
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前回の11月の協議会のものと同じ中身の資料になりますが、ＩＴ分野からその他の分野まで、

デジタル分としては495という数字で、こちらのほうの結果となっております。 

  デジタル分野につきましては、今年度オンラインコースの設定なんかもございまして、周

知・広報、たくさんハローワーク、県さん、機構さん含めて行っておりまして、令和６年度

においても周知・広報の徹底を努めてまいるところでございます。 

  続きまして、10ページ、11ページのほうをご覧いただきまして、今年度、令和５年度「学

びへＧｏ！」キャンペーンということで、ハロートレーニング、公的職業訓練の出張相談会

を県内11会場で今年度は行いました。前年度は６会場だったんですが、大きく会場を増やし

まして、福島県さん、機構さん、それから実施機関さんと協力をして、県内全域で説明会、

相談会を今回行ったということになります。 

  下のほうに４カット写真を入れておりますが、様々な周知・広報ができたんではなかろう

かと思っております。リーフレットの配布枚数が2,635枚ということで、１人当たり10枚程

度の資料を一つのケースに入れまして、１人１資料、１セットを配ったものですから、2,635

人には行き渡っているという考えでよろしいかなと思っています。 

  それから、個別相談した方も57人ということで、相談数も一定ありました。参考までに令

和４年度なんですが、相談は48人で、配布枚数が960枚でしたので、大幅に訓練周知・広報

ができたかなと思っております。アウトプットの部分になるわけなんですが、これが訓練に

つながったかどうかというのはこれから効果が見えてくるかなと思っておりまして、アウト

カムのところを今度はしっかり見ていきたいと思っております。 

  続きまして、11ページの「学びへＧｏ！」キャンペーンの「知って活用！～事業主のため

の助成金セミナー～」というところです。今年度も４会場において、各種助成金、人材確保

に対するものを含めましてセミナーを開催いたしました。今年度は合計116人の参加という

ことで、県内４会場、下のほうに写真がありますが、各会場において詳しいセミナーが実施

できたと思っております。 

  このほかハローワークのメディアツアーということで、機構さんのほうで訓練の体験会の

ようなものもやっておりましたが、今日ちょっと資料が間に合わなかったので、また別の機

会にご案内してみたいと思っております。 

  続きまして、12ページになりますが、特に昨今デジタル人材の育成に向けた対策というこ

とが強く言われる中で、労働局といたしましても、先ほどの出張相談会も含め、様々な取組

を今年度行ってみました。 

  まず、１番目、公的職業訓練の周知・広報徹底という部分では、（２）番、先ほどのハロー

トレーニングの出張相談会、それから（３）番、職業訓練相談会、これは各ハローワークで

毎月所で実施しているもので、ポリテクセンターさん、テクノアカデミーさん、訓練実施機

関さんと連携をして、毎月のように実施をしております。 

  それから、個別訓練相談会というのも実施しておりまして、会津若松所と郡山所が中心に

やっておるものなんですが、特定のコース受講希望者が少なかった場合に、実施機関さんを

ハローワークにお招きしまして、会場で一人一人丁寧に個別に相談会を行うという取組も今

年度強化した取組の一つになっています。 

  それから、（５）番、訓練実施機関と連携した取組の中で、郡山所においては、実施機関

さんと連携して、デジタルサイネージという電子掲示板のような大きなテレビみたいなもの
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ですね、画面のものですね、そんなのを活用して訓練のアピールを行ったなんていう、こん

なのも特徴的な取組になっています。 

  続きまして、２番目の「ハロートレーニング／ジョブ・カード制度」オンラインミーティ

ングというもの、これはハローワークが中心なんですが、労働局訓練課とハローワークにお

いて常に情報交換を月２回の頻度で行いまして、それで訓練の周知・広報、あるいは訓練の

取組、就職に向けた支援の在り方などを月２回の頻度でミーティングを行い、進めてきたと

いうものです。 

  さらに、（３）番の中では、デジタル知識の研修もしなければという中で、厚生労働省の

ほうから研修資料なんかが来たものですから、それを基にオンラインで各ハローワーク向け

に、11月30日、12月５日、12月19日と３回コースでオンライン研修なんかも実施して、オン

ラインの知識、言葉とか用語、そういうものの理解を深めていったなんていう取組も行いま

した。 

  続きまして、３番、オンラインコースの集中周知ということで、今年度１コース、オンラ

インコースが設定されまして、募集開始した段階ではなかなか人が集まらない期間があった

ものですから、集中的にハローワークで周知しようということで、12月４日から15日を集中

期間としてハローワークにおいて取組を行ったものです。リーフレットの配布が1,824枚で、

コースが15人定員だったんですが、12名なんとか集めることができまして、中止にならず無

事開講できたと、こんな取組も行いました。 

  続きまして、13ページですが、これも１回目の協議会と同じ資料から分析した改善すべき

方向性というものになります。左上のほうでは就職率が高い、応募倍率が低い分野の改善方

法、右上のほうでは就職率が高い、応募倍率が高いという具合に、４つの方向性でもって改

善すべき方向性を考えていくと。こんな取組の中でマトリックス的に考えていこうというよ

うな取組の方向性です。 

  次の14ページのほうでは、応募倍率と就職率の今年度の特徴的なコースを並べてみたとこ

ろです。特徴的なところでいいますと、右上のほうに一つ、「パソコン基礎科（ＳＮＳ実習

つき）」というのがあるんですが、応募倍率が20倍と非常に高く、さらに就職率が94.7と非

常に高かった、こんな特徴です。 

  ただ同じコースでもばらつきがありまして、青色の右側、応募倍率が高いほうに「ＤＴＰ－

Ｗｅｂデザイン」の2.47倍、85.7％というのがある中で、ほかの「ＤＴＰ－Ｗｅｂデザイン」

を見ますと、1.5倍の上のほうに青で「ＤＴＰ－Ｗｅｂデザイン」がありますが、1.4倍、91.7

と。また、左の枠のほうで0.93倍、46.2％という「ＤＴＰ－Ｗｅｂ講座」もありまして、募

集時期、受講時期、あとは受ける方によってやっぱりばらつきが出てしまうという、こうい

う特徴があります。ただ、それを一律平準化というのは当然無理なわけなんですが、ただ受

講しやすいコースにしていくというのが必要なのかなということになります。 

  続きまして、15ページになりますが、ハローワークの受付の際に、どういう訓練希望あり

ますか、エントリーシートなんていうのを作ってしておりまして、それの特徴的なところを

ご案内いたします。 

  左側と右側の表がありますが、右側の下の８番のところに「訓練を何で知りましたか」と

いうところがありまして、黄色いマーカーを２つおつけいたしました。１つ目が「ハローワー

クの受付、窓口、説明会など」、その下の「ハローワーク内のリーフレット、ポスターなど」
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というところなんですが、率で言いますと、ハローワークの受付、窓口等が49.1％、その下

の「リーフレットが21.8％とあるんですが、これを昨年度で見てみますと、ハローワーク等

は46.8で、リーフレット等が20.2ということで、今年度のほうがハローワーク、あるいはリー

フレットなどで知ったというのが増えている、こんな傾向があります。 

  これは昨年度から、商業施設においての相談会等を行ってきていますし、ハローワークの

ほうでも関連機関、それこそ市の施設であったり、あるいは商業施設に置いていただいたり

というようなリーフレットの広範囲の配布などが効果に現れているのかなというふうに思

っておりますので、商業施設での相談会等は次年度も令和６年度もやっていこうかなという

計画でおります。 

  あと、次の16ページについては、傾向を円グラフ化したものですので、後ほどご覧いただ

ければと思います。 

  事務局からは、訓練課からは以上になります。 

○岩井会長 ありがとうございました。 

  続いて、福島県、長尾委員、お願いいたします。 

○長尾委員 福島県産業人材育成課、課長の長尾でございます。よろしくお願いします。 

  私どもの資料につきましては、17ページからになっておりますが、初めに全体の構成につ

いて説明をしたいと思うんですが、私ども福島県におきましては、一つは高校生を卒業した

者、学卒者と呼んでおりますが、これがテクノアカデミーにおいて２年間コースで訓練を行

っております。テクノアカデミーにおきまして、企業在職者向けのセミナーを行っておりま

す。３つ目として離職者向けの委託訓練を行っているという状況でございます。これに加え

まして、障がい者の一般就労の支援という関係で障がい者の訓練を行っております。 

  資料に入りますが、17ページにつきましては、離職者向けの訓練でございますが、私ども

についてはいわゆる事務職への就職をしたいという方、それと母子家庭の方への配分、これ

が②番でございます。加えまして、９番以下に書いてありますが、10番目の介護系、11番目

の准看護系、12番目の情報システム系でございます。情報システム系については、先ほどの

労働局の説明にもありましたが、私どものほうでも一般の企業において必要となるようなコ

ンピューターのリテラシー的な研修を行っていると。 

  加えまして、先ほど追加で配付いただきましたが、より専門的な高度な研修ということで、

カラー刷りのチラシをお配り差し上げていましたが、「情報システム科」というようなタイ

トルのチラシでございますが、２年間のコンピューターの研修を設定しております。また、

あわせまして、10番と11番の介護、看護についても、介護士であったり、准看護師の資格を

取れるような研修を２年間行っているというところでございます。 

  充足率等の状況でございますが、上の４番目に定員がございますが、定員とその脇の応募

者の状況でございますが、①番の知能等の講習、あるいは③番の知識等の講習、こういった

ところが人気になっていると。あわせて、先ほどから申し上げています介護、准看護につい

ても、訓練を受けた後に安定的な就業ができるということで一定程度の応募があるという状

況でございます。 

  ただ、全体的に見ますと、一番下の行でございますが、今年度実施の合計の欄等々をご覧

なっていただきますとおり、全体的には失業者の減少ということもあって、訓練そのものに

ついては減少傾向にあります。 
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  また、あと⑫番の情報システム科については、今年度からこのコースをスタートしたんで

すが、かなり専門的な訓練を受けるということで、なかなか折り合いがつかずに今年度は応

募がなかったという状況でございます。現在もこの情報科のコースについては募集中でござ

いますので、もし心当たりの方がいらっしゃればご案内いただければ幸いでございます。 

  次に、18ページでございますが、18ページについては、今申し上げました訓練科コースご

との実施状況が同じものを再掲したものでございます。就職の状況でございますが、人手不

足が顕著な介護分野については就職が好調と。事務系についても、求人倍率は決して高くは

ございませんが、好調な推移をしているというところでございます。 

  最後に、19ページでございますが、こちらは地域別の実施状況でございます。 

  基本的にはハローワークの管内ごとになってしまいますが、この中でも、郡山校が担当し

ている中通りについては堅調に動いておりますが、会津あるいは浜通りについては、これも

多分求職者の数になると思いますが、応募のほうも、あるいは就職率も低迷しているという

傾向でございます。 

  以上でございます。 

○中谷委員 私どもとしては、17、18ページの２ページのほうを説明させていただきたいと思

います。 

  17ページから、私どもが取り組んでおります施設内訓練、いわゆるものづくり訓練という

ことで、18ページが求職者支援制度の認定状況ということでお話しさせていただきます。 

  17ページをご覧いただければ、これは以前にも皆様にご説明しているとおり、県内には３

施設ございます。福島、上の黄色い部分ですね。真ん中の緑の部分がいわきと、そして会津

ということで、３地域でものづくり訓練を実施させていただいているという状況でございま

す。 

  主に系と図のところに書いてございますように、基本ベースといたしましては機械系、電

気・電子系、居住系というこの３系で取り組んでおります。これはもう各施設、回数が多い

少ないはございますけれども、いわき、会津も機械、電気、居住という形で取り組んでいま

す。これは全国規模でこういうメニューというふうになっておりますので、その標準に沿っ

て私どもは取り組んでいるという状況でございます。ごめんなさい、資料21ページですね。

失礼しました。21ページに一覧がございますので、お願いいたします。 

  １月入所までということでございまして、定員760、年間定員に対して641ということで、

１月まで募集は続いております。それの応募者数は493、全体で見ますと、一番下の欄を見

ていただければ、入所者は460人ということで、充足率71.8％、これもばらつきございまし

て、福島は85％行っているんですけれども、いわき73.5、会津は41と。会津がちょっと低迷

しております。こういう状況でございます。 

  各施設、対応する安定所というのも幾つかございまして、福島は主に福島と郡山と二本松、

こちらから受講生の方が来られるというのが、ほぼ９割がこの３つのほうで占めております。

いわきにつきましては、いわきと小名浜、勿来、この３つで大体90％、89％の入所者がいら

っしゃると。会津につきましては、もう会津と喜多方のみという形になりますので、なかな

かその辺の幅が狭くなるということで、入所率もあまり上向きにならないという状況でござ

います。こういうことで、全体的に見ますと71.8でございますけれども、ちょっといわきと

会津が苦戦しているという状況でございます。 
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  入所者、ものづくりですので、全体でいいますと７対３で男性７割、女性３割というよう

な状況で推移しております。ただ、会津につきましては男性８割、女性２割ということで、

女性の入るのが大体居住系が多いということでございますので、その辺の反映かと思ってい

ますけれども、会津が少ないというところです。 

  また、真ん中のところに前年度からの繰越者、実は私ども６か月訓練をずっと毎月募集し

たりしますので、10月までに入った方は３月に履修ができるんですけれども、11月、12月に

入所された方というのは翌年に繰り越されますので、４月修了、５月修了ということで、こ

の数字が前年度からの繰越しということで、毎年そういうふうに繰り越していっているとい

う数字を真ん中に入れさせていただいています。 

  就職率、これも上のほうに10月修了というふうに明記されております。なぜ10月かといい

ますと、私ども就労した後３か月間というのが就職率のカウントの期間なんですね。就職を

せずして修了された方につきましては、３か月間また私どものほうといろいろ面談したりと

かいう形で就職をしていただくというその期間が３か月ございますので、ただ10月修了は３

か月後の１月末の数字というふうにご理解いただければと思います。 

  それで、就職率につきましては、全体では85.7と、福島が88.9、いわきが77.3、会津が93.8

と、会津の就職率がすごくいつも高くございます。大体入られている方は就職されていくと

いうのが会津、ただ入所者が少ないというのはちょっと残念なところではございます。 

  一つだけよくご質問いただくのが、就職率と正社員就職率、数字逆転しているんじゃない

かなんてよく言われますので、ちょっと簡単にご説明させていただきます。私ども福島のと

ころの100％が就職率出ているのがＮＣの企業実習付きというのが100、それで正社員が100、

これはもう全員正社員で就職したということになります。 

  一つ言うと、いわきの電気・電子系の同じ企業実習つきですけれども、62.5というのが就

職率でございまして、ただ正社員は100％ということになります。これは数値が逆転してい

るんではないかとよく言われますけれども、就業者、もしくは中途退所で就職された方とい

うのは、もともとの人数の64.5％という形になります。その就職されたうち、正社員になら

れた方はどれだけいますかという形で、それは100％ですということで、それはちょっと二

重カウントじゃないですけれども、就職した方の就職、正社員率ということで出しておりま

すので、ちょっとここのところは逆転現象を起こしている部分もありますので、この辺はご

理解いただければというふうに思っています。 

  あと、最初のほうにご説明、局様にしていただきましたが、なかなか求職支援のほうにだ

んだん人数が増えて、施設内訓練が減っているという傾向、実は私どももそれが見受けられ

ます。そういうところの傾向を踏まえまして、私どもはセーフティーネットという役割、こ

れを十分に果たしていければなというふうに感じておりますので、引き続き訓練のほうを実

施していきたいと思っております。21ページは以上でございます。 

  22ページ、次のほうが、先ほども局様のほうで求職支援訓練、説明していただきまして、

私どもは実際、受講者の募集とか、そういうふうにしているわけではございませんで、その

訓練をされる実施機関様の認定ということをさせていただいております。それが枠1,198に

対してということで、認定は921ということで76.9、これは昨年度に比べまして、昨年度は

７割切るぐらいだったので、７ポイントぐらい実施機関様も定員を増やしてやっていただけ

ているという状況でございます。 
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  その２番目の実施状況の確認という、ここにつきましては、私どもが認定した訓練がちゃ

んと受講できているのか、当初の計画どおりやっているのか、そういうところを私どもが実

施機関様に足を運んで中をチェックしてくるというのを138回行っております。訓練では１

回必ず行くということになっていますので、実施率100％ということでございます。 

  その他のほうへは横のほうに抜き出しという形になりますけれどもね。営業・販売・事務、

こちらのほうのものづくり以外のホワイト系といいますか、そちらがどうしても多くて、多

いのはやっぱり福島とか郡山、いわき方面という形になります。唯一、ここに農業というの

が出ていますけれども、４コース60人ということで、これは会津で実施していて、１機関が

４回講習して15人定員ということで60名というのが内訳でございます。 

  ３つ目のほうは講習会実施状況ということで、これは何かというと、私どもの認定した実

施機関様に対してサポートするという講習会、これは毎年、年１回、10月前後ぐらいに行っ

ているということで、今年は10月３日にということで、20名定員、10名と、これは受講者募

集の勘どころ、ポイント、チラシの作り方とか、そういうところを私どもの職業大というと

ころがございまして、そちらのほうの教授を招きまして、そういうところの講義をしていた

だいたということでございます。実際、福島には実施機関が12機関ございますので、そちら

の方、各機関１名とは限らず、２名、３名でもということで定員20にさせていただいている

というのが今の実施状況でございます。 

  私からの説明簡単でございますが以上でございます。 

○岩井会長 ありがとうございました。 

  では、ここでご質問等ございましたらお受けしたいと思います。いかがでしょうか。お願

いいたします。 

○金成委員 ありがとうございます。前回ちょっと欠席したものですから、前回分からないと

思いましたけれども、全体として今ご説明あった、例えば求職者支援訓練の認定という部分

も率が上がっているというようなこともお伺いしましたけれども、やっぱり全体としてコロ

ナが５類になって大分マインドが変わってきている年だということで、求職される方ももち

ろんですけれども、実施するほうの機関自体も、やっぱりそういったことを受けてより積極

的になってきているのかなとはちょっと考えているんですが、そういった要因というのは何

か今年度、昨年度までは違うというような実施機関側としては、それだけの要因ではないの

かもしれませんが、そんなところが何かあるのかどうか、その辺、実際にされているところ

で何か感じていらっしゃるところがあれば、参考までに教えていただければなと思っており

ますが、いかがでございましょうか。 

○事務局（鈴木） ご質問ありがとうございます。訓練課の鈴木です。 

  確かにコロナのフェーズが変わったということで、訓練を希望する方は、相談に来ている

方は増えているようです。ただ、就職を慎重に考える方、あるいはすぐに就職したい方とい

う、そこのやっぱりばらつきがまだありまして、訓練を進めても早く就職したいと言われる

方がいる。ただ、訓練をやっていくという実施機関さんのほうの当然コース設定等もありま

すので、その中でよく今回積極的だなと現れたというのが分かるのは、訓練の出張相談会、

ここでものすごく皆さんご協力いただいて、周知・広報して訓練受講者を集めようというこ

とを必死になって今年10月からやったんですが、そこだけ見ると、実施機関さんも訓練に向

けてすごい積極的に訓練生を、受講生を募集しているんだなというのは感じ取れました。 
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  また、ハローワークのほうでも、訓練受講生に対するあっせんということで、今年度、ち

ょっと変わった名前なんですけれども、ＡＩＳＡＳという消費行動モデル、販売行動を喚起

するようなフレームがあるんですけれども、それに基づく周知・広報等を含め、受講あっせ

んをとにかく強めようということでやってきた中で、コロナの影響で訓練受講生が一時期、

令和２年、３年減ったんですけれども、そこから求職者も減少傾向である中で、前年度と同

等の訓練受講生の確保ができているというところを見ると、受ける側も開講する側も積極的

にはなってきたのかなという、そんな感触はあります。 

○金成委員 ありがとうございます。 

  実施機関側の動きと併せて、先ほどからスーパー等でＰＲとか含めて、そういったところ

を含めて、やっぱり需要という言葉は変ですけれども、やはりニーズの掘り起こしができて

きて、実施機関側もやっぱりより前向きに動いていっている状況かなというふうにご指摘い

ただいたと思います。ありがとうございます。 

○岩井会長 ありがとうございます。 

  ほかいかがでしょうか。お願いいたします。 

○諸橋委員 労連福島の諸橋です。大変お世話になっております。 

  ちょっと細かい話になってしまうんですが、勉強のためというか教えていただきたいんで

すけれども、10ページ目になります。「学びへＧｏ！」のハロートレーニング出張相談会も

各地域で開催されていて、相談者数57、リーフが1,600ということで、数値もこれは上がっ

てきているということでお話をいただいたんですけれども、これをざっと見ると、商業施設

で開催をされていて、白河市役所と須賀川だけは役所の多分一部ではあると思うんですけれ

ども、須賀川の合同福祉会館が全体的に15名ということで、数字的にも非常にこれは多い数

字なのかなというふうに思うんですけれども、地域的に相談者が多いのか、それとも商業施

設であればそこに来たついでにこういうのもやっているのでちょっと参加して聞いてみよ

うというのは分かるんですけれども、ここは本当に目的がないと行かない場所なので、この

数字が多かった理由というか、その結果というか、分かればちょっと教えていただきたいな

と思います。よろしくお願いします。 

○事務局（鈴木） ご質問ありがとうございます。 

  商業施設をメインに今回開催したんですが、商業施設がなかなかないところになりまして、

白河と須賀川については、自治体等々の連携で今回行ったんですね。白河の場合だと白河市

役所で、｢ひとり親就職支援キャンペーン｣というのをやった際に訓練コーナーを設置して、

そこで今回相談会を行ったというものと、須賀川のほうですと、11月に｢介護就職デイ｣とい

うのがありまして、今回その｢介護就職デイ｣の相談会の中に訓練コーナーをつくって、そし

て訓練の説明会を行ったということで参加者が多かったという、こんな要因になります。 

○岩井会長 ありがとうございます。 

  ほか、よろしいですかね。よろしいでしょうか。 

  それでは、次の議題に移りたいと思います。 

  （２）公的職業訓練ワーキンググループの報告について、事務局から説明をお願いします。 

○事務局（鈴木） 訓練課の鈴木です。引き続きよろしくお願いいたします。 

  資料23ページになります。 

  令和５年度第３回公的職業訓練効果検証ワーキンググループ会議実施結果という資料に
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なります。 

  令和４年度の協議会において、ワーキンググループを設置して訓練の効果検証を図り、訓

練計画に反映させていくという中で、令和５年度から本格的にワーキンググループの活動が

行われてきたところです。今年度、訓練修了者に対するヒアリングを、第１回目のワーキン

ググループにおいてヒアリングシート、あるいは実施方法を協議しまして、11月の協議会で

ご紹介させていただきました資料を基に今年度は行ったところです。それを来年度どうする

かということを、１月の15日に県さん、機構さん、我々労働局のワーキンググループで実施

した内容になります。 

  24ページと25ページのほうをご覧いただきまして、24ページのほう、１番、令和５年度の

効果検証結果ということで、11月１日の協議会においてご意見等をいただきました部分と、

１月15日のワーキンググループにおいてのご意見を反映させた形で今回計画を組み立てて

います。１日の協議会においては、デジタル分野が対象であったが、もう少し対象者を増や

してもいいのではないかという部分と、訓練の趣旨と採用する企業の意図がうまくマッチす

るようなヒアリング方法はないかなと、こういうお話がありました。 

  それで、１月15日のワーキンググループにおいては、令和６年度はＩＴのリテラシー部分

も訓練の対象に加えてヒアリングを実施したらどうか、さらに既存のアンケート、令和５年

度で作ったヒアリングシート、プラスアンケートなんかも用いて、分析をより対象者を増や

してやってみてはどうかという、こんなご意見の中で議論した中身になります。 

  （２）番が令和６年度のヒアリングの方向性なんですが、対象者をデジタル分野とリテラ

シー分野ということで設定したいと思っております。このワーキンググループ、全国的に各

地の協議会で行われているんですが、やはり一番多いのがデジタル分野、ＩＴ・ウェブデザ

イン、あとリテラシー部分というのがどこの労働局もやはり多くて、実施方法についてはヒ

アリングシートを使ったもの、あるいは単純にアンケートをたくさんやって集計したもの、

いろんなものがありました。 

  ただ、今回、定型的に何かこう負担がそれほど大きくならないようにしてうまい実施方法

はないかなという議論の中で、まず対象分野はデジタル分野、今年度行ったものにリテラ

シーのものを加えた対象にしてみてはどうかと。対象者を絞っていきますと、今年度14コー

ス205名、そしてリテラシーのほうですと36コース451名、実践のほうですと21コース243名

という訓練受講の方がおるんですが、全国的に第１回目の協議会の中で対象者は何人くらい

だったかという資料を見ますと、膨大な数の労働局、１人、２人の労働局と極端なんですが、

我々が今回令和５年度の第１回目のヒアリングをやった対象者数と実施機関数と就職した

企業数から見て、最大増やせてもそれぞれ15名かなということで、今度の新しいヒアリング

方法としては考えていたところです。 

  このやり方については、今年度第１回目のヒアリングシートを使ったものも含め、場合に

よっては通信、アンケート、そういったものも含めて15名×３、45名であれば、１～２ヶ月

での分析もできるかなという、こんな数的な感覚でもって今回計画をしてみました。 

  採用企業につきましては、今年度３社だったものが５社、実施機関については３機関だっ

たものが４機関という、このくらいの規模感で令和６年度はできないかなというところで議

論をしました。 

  それで、25ページになりますが、（３）番、実施体制になりますが、令和６年の６月に第
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１回目、令和６年度のワーキンググループ会議を開催する予定にしておりまして、そのとき

に先ほどの訓練規模、訓練コースの対象者がどれだけいそうかという、ここまでに何とか整

理しまして、それから具体的な段取り、スケジュール等を組んで、労働局、福島県さん、機

構さんの協力の下で３者でもってやってみたいというふうに思っております。 

  次の26ページになりますが、効果検証のイメージとしましては、先ほどの数的な規模感で、

ワーキンググループを６月の某日実施しまして、ヒアリングを７から９月、３か月間かけて

行いたいと思います。その中で先ほどの規模感で実施した結果を９月、10月、２か月かけて

分析をしまして、ヒアリング結果を作成して、11月の令和６年度第１回の協議会にご報告し

ようかなという、こんなスケジュール感と規模感で考えております。 

  これが第３回のワーキンググループの結果です。以上です。 

○岩井会長 ありがとうございました。 

  ただいまの事務局からの報告と令和６年度の提案について、各委員の皆様、ご承認いただ

けますでしょうか。よろしいでしょうか。 

     （「異議なし」の声あり） 

○岩井会長 ありがとうございます。 

  それでは、令和６年度の効果検証ヒアリングは事務局の案により進めていただくようお願

いをいたします。 

  それでは、次の議題に移ります。 

  （３）令和６年度福島県地域職業訓練実施計画（案）について、事務局、福島県、機構福

島支部から説明をお願いいたします。 

○事務局（管家） 福島労働局訓練課の管家でございます。委員の皆様には日頃から大変お世

話になっております。よろしくお願いいたします。着座にて失礼いたします。 

  それで、私のほうからは、今度の新年度、令和６年度の福島県地域職業訓練実施計画（案）

について協議いただくために説明をさせたいと思います。 

  初めに、資料№９になりますが、こちらをご覧いただきたいと思います。 

  私のほうからは、この計画の総括的な項目と、あと労働局担当分として求職者支援訓練関

係の項目について説明をさせていただきたいと思います。 

  通し番号ですと37ページになりますが、こちらをご覧いただきたいと思います。 

  まず、今回の計画期間につきましては、当然のことですが、令和６年４月１日から令和７

年３月31日までとしておるところでございます。 

  次に、２番の（１）になりますが、労働市場の動向と人材ニーズの把握・課題等について

説明させていただきます。 

  県内の労働市場の動向につきましては、県内の暦年になりますが令和５年の平均の有効求

人倍率は1.39倍ということで、前年に比べまして0.03ポイント低下しているところでござい

ます。それでも４年連続で全国平均を上回っておる状態になっておりまして、これはやはり

新型コロナウイルス感染症の影響が緩和されたことで、感染症対策と経済社会活動の両立が

図られており、人材需要が回復してきたことで、1.4倍前後の水準で推移しているというこ

とで捉えているところでございます。 

  続きまして、あと福島県の現住人口の調査ということで記載させていただいておりますが、

こちらは県内の人口、平成10年の１月時点では213万8,000人をピークにして減少にそれ以降



- 11 - 

転じておるところでございます。本年の１月１日現在の推計人口につきましては176万人と

いうことになっておりまして、この間、約38万人も減少しているという状況になっておりま

す。 

  特にやはり東日本大震災、そして原発事故の影響によりまして、年少者の人口、そして生

産年齢の人口が大きく減少しているということが言えておりまして、一方で、各地、福島県

内だけではないんですが、急激な少子高齢化の進展によりまして、老齢人口が増加している

という傾向にございます。この生産年齢の急激な減少に対応するために、活力ある社会を維

持していくということで、県内外から産業の担い手を確保するとともに、労働者一人一人の

職業能力の向上を図ることが求められているところでございます。 

  このような環境変化の中にありまして、地域のニーズに合った人材の育成を推進するため

には、求人者及び求職者のニーズ把握に努めまして、離職者の早期再就職に資する公的職業

訓練、様々なニーズに合致した在職者の生産性向上のための職業訓練など、多様な職業能力

開発の機会を確保しまして提供することが重要なものとなっておるところでございます。 

  その中でも、特に介護医療福祉分野における訓練受講者の確保、さらにはデジタル推進人

材の育成としまして、ＩＴ・ウェブデザインなどデジタル分野における就職支援を促進する

とともに、職業訓練のデジタル分野の強化に計画的に取り組む必要があるところでございま

す。 

  続きまして、次の（２）の令和５年度における公的職業訓練の実施状況の項目につきまし

ては、労働局担当分はその後の38ページの一番下の部分に、イの求職者支援訓練についてと

いうことで記載がございますので、こちらをご覧いただきたいと思います。 

  この求職者支援訓練につきましては、令和５年12月末現在の実績ということになりますが、

こちらのほうが職業訓練の受講者数は413人、そして次の39ページの冒頭になりますが、就

職率につきましては、基礎コースのほうが少し現時点では低くて50％ちょうど、実践コース

のほうが72％となっておるところでございます。 

  同じページの（３）のほうになりますが、令和４年度における公的職業訓練の実施結果（確

定値）になりますが、福島労働局の部分、求職者支援訓練の分になりますが、こちらは受講

者が494人、就職率が基礎コース59.2％、実践コースが65.8％ということになっておるとこ

ろでございます。 

  さらに、次の項目の３番になりますが、計画期間中、令和６年度になりますが、こちらの

公的職業訓練の実施方針について説明させていただきますが、私からは40ページのほうにな

りますので、こちらをご覧いただきたいと思います。 

  40ページの上のほうの部分、（２）求職者支援訓練についての項目を説明させていただき

ます。 

  求職者支援訓練の実施方針としましては、まず就職に必要な基礎的な機能として、ビジネ

スマナー、コミュニケーション能力等の社会人スキルや基礎的な職業スキルを習得する基礎

コースと、あとさらに実践的な技能等を習得する実践コースということで、こちらの２コー

スに分けて引き続き設定することとしております。 

  訓練の設定に当たりましては、デジタル分野等の成長分野や、さらに人材確保が困難な介

護など分野・職種に重点を置くこととしておりまして、さらには、地域における産業の動向

及び求人者ニーズを踏まえたものを設定することとしておるところでございます。 



- 12 - 

  さらに、また育児・介護中の方、さらには未就職のまま卒業することになった新規学卒者、

コミュニケーション能力などの課題を有する生活困窮者、さらには短時間就労などを不安定

な就労状態にある方など、様々な事情を抱える求職者の方などにも受講していただけるよう

に、実施期間、そして時間に配慮した訓練コース、いわゆる短期間、短時間のコースなどに

なりますが、こちらの設定やオンライン訓練、託児サービスつきの訓練コースの設定を推進

することとしております。 

  続きまして、（３）の公的就業訓練の実施状況から見た方向性についてになりますが、こ

れは離職者訓練の実施状況、受講率・就職率に基づく実施方針を示しておりますが、これは

先ほど我々事務局の鈴木のほうから説明しておりますので、内容の詳細はこの場では割愛を

させいただきたいと思います。 

  続いて、４番の計画期間中の公的職業訓練の対象者数等について説明をさせていただきま

す。 

  まず、（１）の離職者に対する公的職業訓練についてになりますが、私のほうからは41

ページのほうになりますので、こちらをご覧いただきたいと思います。 

  41ページの真ん中からやや下のほうになりますが、イの求職者支援訓練の項目になります

ので、こちらに基づいて説明をさせていただきたいと思います。 

  初めに、（ア）の実施規模につきましては、計画期間における訓練認定規模の上限を令和

６年度につきましては954人としているところでございます。そのうち数としまして、就職

氷河期対策訓練と短期・短時間訓練の認定希望があるわけなんですが、これがまだ現時点で

本省のほうと協議中ということになっておりますので、数字をこちらに入れていなくて保留

にしている状態ということになっておりますので、それもご了承いただければと思います。 

  次に、（イ）の訓練コースの設定割合についてですが、こちらは基礎コースが訓練認定規

模の25％程度、実践コースを訓練認定規模の75％程度ということにしております。基礎コー

スのほうは、受講状況等を踏まえて本年度より15ポイントほど低下させておりまして、逆に

実践コースのほうを15ポイント増加させているという状態になっております。 

  さらに、（ウ）の実践コースでの全国共通分野の設定ということになりますが、こちらは

厚生労働本省のほうから示されているわけなんですが、３分野が示されておるところでござ

いまして、令和５年度、本年度と同様に介護分野、医療事務分野、デジタル分野とされてい

るところでございます。 

  次に、42ページをご覧いただきたいと思います。 

  こちらの一番上の部分、（エ）の分野別の認定規模になりますが、基礎コースのほうが238

人、実践コースがトータルで716人としておりまして、さらに、その実践コースの内訳とし

まして、分野別の規模としましては、介護分野が70人、医療事務分野が120人、デジタル分

野が220人、その他の分野が306人ということにしております。 

  続いて、（オ）の新規の実施機関の参入枠になりますが、基礎・実践それぞれコースで一

応30％ということで設けてはいるところでございます。 

  （カ）の認定の単位期間につきましては、これはいわゆる訓練期間ということになります

が、原則として３か月単位としておりますが、その内容によって前後して設定する場合もあ

るということになっております。 

  さらに、（キ）の就職率の目標値についてということになりますが、まず基礎コースのほ
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うが58％以上、実践コースが63％以上としておるところでございます。最低でもこの目標達

成に向けて効果的な就職支援に取り組むこととしておるところでございます。 

  続いて、（ク）の地域ニーズ枠についてですが、こちらは基礎、または実践コースの訓練

分野内で訓練対象者及び実施地域を特定できるということになっておりまして、認定規模の

20％以内、１コース当たり30名以内ということで設定し、活用できるものということで記載

させていただいております。 

  そして、（ケ）の分野に応じた訓練コースの設定についてですが、まず、①ではＩＴ分野、

デジタル分野につきまして、デジタル分野の重点化の観点から委託費の上乗せ措置、そして

企業実習を組み込んだ場合、訓練受講者へパソコン等の貸与をした場合などに要した経費へ

の奨励金支給措置など、そういったものを訓練コースの拡充を図るためにツールとして周知

等をしていきたいということで考えております。 

  次に、②ということで、その下になりますが、前述の項目でも説明したところですが、Ｉ

Ｔ分野、デザイン分野における就職率の向上のために、求人ニーズに即した訓練コースの設

定促進と十分な就職支援を実施することとしております。 

  続きまして、43ページをご覧いただきたいと思います。 

  ③になりますが、同じくＩＴ分野、デザイン分野についてですが、訓練受講で習得できる

スキル（資格など）の見える化・明確化、あとさらには逆に求人企業が求めるスキルなどを

見える化・明確化、受講生を対象とするそういう求人の確保のための企業への働きかけなど、

訓練実施機関とハローワークが連携した形で就職支援を実施していきたいということで考

えておるところでございます。 

  最後の④につきましては介護分野ということになりますが、職場見学や職場体験などを組

み込んだ訓練コースへの奨励金の支給措置というのもございますので、こちらを活用しまし

て訓練コースの拡充などを図っていきたいということで考えているところでございます。 

  なお、今ほど説明しました求職者支援訓練の定員数などについては、資料８のほうに集約

した資料を添付しておりますので、時間の関係もありますが、説明は省略させていただきま

すが、後ほどこちらも参考にご覧いただければと思います。 

  あと、福島県さんの所管の委託訓練などや、あと機構福島支部さん所管のポリテクセン

ターでの施設内訓練などもこの定員数を集約した資料に一緒に記載をさせていただいてい

るところでございます。 

  最後の項目となりますが、45ページをご覧いただきたいと思います。 

  ５番になりますが、その他、職業能力の開発及び向上の促進のための取組等についてにな

ります。 

  まず、（１）では、関係機関との連携ということで記載しておるところでございます。 

  まず、一番最初のアにつきましては、地域ニーズなどの情報共有による効果的な職業訓練

の実施。 

  イにつきましては、それぞれの訓練コース、実施時期や実施地域の調整による県内一円で

の訓練の実施。 

  さらに、ウになりますが、ハローワークの求職者のほか、日頃ハローワークを利用してい

ない方も含めた幅広な周知・広報による受講者の確保に努めること。 

  そして、エとしまして、福島県地域職業能力開発促進協議会、これは協議会になりますが、
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この開催により関係機関の連携・協力の下に、地域の実情を踏まえた計画的かつ実効性のあ

る職業訓練の推進に資するとともに、職業訓練の実施状況等についてフォローアップを行う

こと。 

  あと、最後のオになりますが、ワーキンググループによる訓練受講修了者や訓練受講修了

者の採用企業などへのヒアリングの実施によりまして、訓練の効果の把握・検証、そしてカ

リキュラムの改善を図ること、以上のようなことを織り込んでいるところでございます。 

  さらに、次の（２）になりますが、こちらにつきましては、訓練受講生の能力及び適正に

応じた公的職業訓練の効果的な実施としまして、ア、イ、ウということで記載させていただ

いておりますが、アのほうが訓練の受講前の段階ですね。イが訓練受講中、そしてウが訓練

受講修了直前から修了後の各段階ということになりますが、それぞれの段階に応じまして、

ジョブ・カードなどを活用したキャリアコンサルティングの実施や訓練により習得したスキ

ルに見合う求人の確保、就職支援に取り組むこととしております。また、各段階におきまし

て、ハローワークと訓練実施機関が連携しまして、効果的な支援を行うこととしております。 

  さらに、（４）になりますが、こちらは今回から、先ほど改正の説明も岩井会長のほうか

らしていただきましたが、福島県内における教育訓練給付制度の実施状況を踏まえまして、

教育訓練受講希望者への情報提供を行うとともに、地域の訓練ニーズに基づく教育訓練給付

制度による訓練機会の確保を図ることとしております。 

  なお、この教育訓練給付制度の実施状況等につきましては、次の議題で説明を改めてさせ

ていただきたいと思っております。 

  以上で、労働局の担当項目の部分などの説明を終了させていただきますが、この後は説明

します福島県さん、そして機構福島支部さんの項目と併せましてご協議いただきますよう、

どうぞよろしくお願いいたします。 

  以上になります。 

○長尾委員 福島県の所管部分でございますが、38ページ、（エ）福島県に関する箇所でござ

いますが、私どもの福島県においては労働局、あるいはポリテクと連携をしながら、一つは

地域産業の基盤産業人材を育成していくと、あと２つ目は、現在福島県が国と連携しながら

イノベーション・コースト構想というのを進めておりますので、そのイノベーション・コー

スト構想の振興分野、再エネであったり、ロボットであったり、あるいは廃炉、医療といっ

たような分野等々の高度な先進的人材の育成というのを２つの柱として行っております。 

  38ページの資料に戻りますが、まず初めに離職者訓練でございますが、離職者訓練につい

ては、先ほどの資料にもございますが、ご覧のような形で受講者が伸びております。私ども

は基本的に事務系の訓練を行っていると。したがって、先ほどの資料にもございましたが、

基本的に女性の割合が非常に多くなっています。 

  続きまして、在職者訓練でございますが、在職者訓練とウの学卒者訓練、こちらが産業基

盤の人材とともに先進的な産業人材の育成を行っているところでございます。実施状況につ

いてはご覧のとおりでございます。 

  ちなみに、ウの学卒者訓練でございますが、後ほどの表にも出てきますけれども、私ども

県内３校、テクノアカデミーを運営しているところでございます。その中で、短大課程と普

通課程という形で申し上げておりますが、先ほど申し上げましたロボット関係、あるいはデ

ジタル人材の最新的なＡＩ等を含めたコンピューター人材、あるいは浜通りのほうで航空産
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業等と製作しようとしているところで、実際にＡＩ等を製作して、実際の航空製作技術を学

んでいるというものもこのテクノアカデミーの中に入っております。 

  続きまして、エの障がい者訓練でございますが、こちらについては県内の障がい者の就業

のノウハウを持っている企業・団体等にお願いして実施しているところでございます。 

  39ページの（３）の表については、ご覧のとおりでございます。 

  続きまして、40ページ、中ほどから下の４の計画中の訓練の対象者等々でございますが、

分野ごとのコースと定員をここに記載してございます。先ほども申し上げましたが、ＩＴ分

野で２年間のコース、あるいは上から４つ目ですか、介護・医療等々の資格を取れるコース

等々も併せて運営して、外部に委託して訓練しておりますけれども、実践的な人材を育成し

ているというところでございます。 

  なお、本県の行っている離職者訓練については外部訓練ということで、外部の民間の企業

等々に委託をして訓練していただいておりますので、先ほどテクノアカデミーということを

申し上げましたが、テクノアカデミーの立地に関わらず、県内各地で訓練を行っているとこ

ろでございます。 

  次に、43ページでございます。 

  これはテクノアカデミーで行っております在職者向けの訓練でございます。テクノアカデ

ミーそのものが、製造業等における産業人材の育成を行っておりますので、そういったよう

なの関係の分野、プラスデジタルリテラシーに関わるような分野等々の訓練を中心に行って

いるところでございます。この訓練においては、企業からの要望を踏まえまして、オーダー

メードで訓練内容等の構築も行っております。 

  次に、44ページでございますが、学卒者の関係でございますが、先ほどから申し上げてお

りますテクノアカデミーの３校、郡山、会津、浜におきます学科の構成でございます。先ほ

ど来、製造業を中心にということを申し上げておりましたが、会津校には観光プロデュース

学科というような観光人材の育成も行っているところでございます。 

  同じページの下の（４）番、障がい者の公共訓練でございますが、こちらにおいては、障

がい者の方で一般企業の就職を希望される方等々に対しまして訓練を行っているところで

ございます。私どもとしては、実践的なあるいは実務的な能力を習得していただいて、民間

企業への就職というのを目指しているところでございます。 

  県の所管の訓練内容については以上でございます。 

○中谷委員 機構のほうからご説明させていただきます。 

  ページでいいますと、38ページでございますかね。上の２つ目の機構福島支部と書いてあ

るところでございます。 

  基本的な体制姿勢は今年度と変わりございませんで、県内の雇用の情勢、ニーズを踏まえ

ましてということで、基本は６か月訓練ということで実施させていただいております。 

  それと、就職経験、就業経験が乏しい方、若年者を対象にということで、橋渡し訓練とい

うのを１か月間やってございます。それと併せて６か月もしくは７か月という訓練、それと

企業実習、これは日本版デュアルシステムというのがございまして、これも含むコースが７

か月というので、枠組みにつきましては従前どおり次年度も同じようにやっていきたいかと

存じます。受講者数597、就職率86.6という数字を出しております。 

  それと、在職者訓練につきましては、県内の企業の在職者の職業能力向上を図るためとい
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うことで、各施設からおおむね40キロメートルの範囲ということでニーズ調査をさせていた

だきまして、訓練者を1,348という目標値をもって実施しております。40キロメートルとい

うのは他の民間機関とか、いろんなところと重ならないようにということ、やっぱり機会均

等ということもございますので、通常の範囲ということで40キロメートルというのが、これ

は私ども機構全体が示している数字でございますので、その範囲で訓練を実施していくとい

うところでございます。 

  次のページは、41ページでございます。 

  施設内訓練の定員数というところが出てございます。ここが732名と。先ほど説明しまし

たように、ものづくり系が私どもメインでございまして、建設分野、製造分野ということで、

機械とそれと電子系と居住というところで220、458ということで、実はその他と書いてある

のが何かなと多分疑問に思われるところがございます。これは実は橋渡し訓練、これにつき

ましては共通のところ、橋渡しというのは先ほど説明ございましたように、就業経験が乏し

い方に１か月間実施するということで、簡単に主な内容を説明させていただきますと、ビジ

ネスマナーとかコミュニケーションの基本とか、それとか就職活動の心構え、企業が求める

人材などを講義するということで、パソコン操作の基本などもその１か月の間に教えるとい

うことで、これを引き続きここから本訓練のほうに入っていただくというシステムでござい

ますので、これがその他ということで54名ということで計上させていただいています。 

  就職率につきましては82.5、実は昨年までは80％ということで、私ども福島ではもう、先

ほども一番最初にご説明申し上げましたように85.7があるので、逆に82.5は低いというふう

に言われてしまうこともあると思います。実は、機構全体に求めてある数字というのがござ

いまして、これが80％を次年度から82.5に上げるということでございますので、ここは機構

全体の数値のほうを入れさせていただいて、82.5ということでございます。 

  続きましては、43でございますかね。 

  43の在職者訓練ですね。能力開発セミナーと我々は呼んでございますけれども、そこの定

員ということで、1,000施設で1,240ということでございます。実際に計画しているのは、184

コース1,878と、ここはなぜ多くなっているか。1.5倍にしているんですね、実は。というの

は、大体10人定員で184コース1,800ということで、大体10人程度を一つのめどとしておりま

す。ただ定員いっぱいということはまず珍しくて、大体６割程度かなという形になりますと、

1.5倍にしないと1,240の目標を立てられないということで、そういうことで1.5倍で1,878

の県内でコースを延べ定員ということにさせていただいているというのが現状でございま

す。 

  また、在職者訓練、セミナーにおきましては、ＤＸ、ＪＸに対応した訓練も今後増やして

いくということで考えてございます。 

  以上でございます。 

○岩井会長 ありがとうございました。 

  では、ただいまの事務局、福島県、機構福島支部の説明に対して、ご質問、ご意見等ござ

いましたらお願いをします。お願いいたします。 

○板橋委員 経営者協会の板橋です。どうもいつもお世話になっております。 

  私は一つお願いと、一つ申し入れておきたいと思いまして、一つは、今新卒関係のコース

関係で労働局様資料を頂いて、いつも見させていただいているんですけれども、内定率が就
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職では100％だということなんですけれども、そして３年未満の離職率、それは大体毎年35、

6％の方が早期に離職するということで、その方たちがいざ就職するということになれば、

大体４割の方が非正規とかそういう形になるということで、なかなか正社員になれないとい

うのは、やはり技術力とか、そういう若年ということだと思いますので、ですからぜひとも

そういう中途採用になった方の弱点の訓練、その徹底をひとつお願いしたいということ。 

  あと一つは、前から言われているんですけれども、ＩＴ部門の職業訓練、これを本当にや

っていただいてありがたいんですけれども、でも就職率が低いということなんです。ですか

ら、これは経営者側としても、受け入れる側としても、やはり即戦力とかそういうのを期待

するんです。そこのところがいつもミスマッチになっていますから、そこのところをちょっ

と教えてもらいたいなと思います。 

  以上でございます。 

○事務局（管家） ご意見ありがとうございます。 

○岩井会長 事務局から回答のほうをお願いいたします。 

○事務局（管家） 今、板橋委員のほうからお話しいただいた件なんですが、確かにミスマッ

チということで発生しております。訓練コースのカリキュラム自体があまり高度なことがで

きないということで、専門的な、先ほど福島県さんからお話しいただいた２年間くらいの

コースになれば別なんでしょうけれども、本当に初期的なちょっとプラスアルファしたよう

なコースが多いので、実際は現在の公的職業訓練の中ですと、通常は初歩的な知識、スキル

の段階からステップアップをしていくという形になってくると思うので、その辺は求人者の

方の意向とかも聞きながら、すり合わせしながら進めていきたいと考えております。 

  さらに、来年度からちょっと試行的な部分があるんですが、ＩＴ人材の方、なかなか勉強

しても実戦経験がないと採用してもらえないということで、その実践の場の開拓モデル事業

というのを開始する予定にしています。今日ちょっと資料をおつけしていなかったんですが。

一度、短期間ですが、その間勤めていただいて、訓練の成果というか、それの確認もしてい

ただきながら、実戦経験をしていただく場を提供するという、そういう事業を予定しており

ます。形態は、離職者訓練の場合は、まず派遣契約を結んでいらっしゃる、許可を得ている

会社さんとの雇用契約を結んで、その派遣先でそういう経験ができる場をあっせんしていた

だいて、そこに派遣して就労するという形態になる予定です。 

  ちょっと言葉ではなかなか分かりづらくて申し訳ないですが、そういうことでいろいろモ

デル事業ということで実施していく予定になっております。その辺の周知もしながら、求人

者、企業の方の期待にも応えられるような形で進めていきたいと考えておりますので、どう

ぞよろしくお願いいたします。 

○板橋委員 ありがとうございました。よろしくお願いします。 

○岩井会長 ありがとうございました。 

  ほかはいかがでしょうか。お願いいたします。 

○金成委員 ありがとうございます。 

  在職者訓練の関係で１点、現状を教えていただきたいということでございまして、私ども

事業所、企業にとってはやっぱり人材の不足、人材の確保というところが本当に大きな課題

になっているわけですけれども、そちらだけではなくて、事業所内、企業内にいる人材をど

うやって育成していくか、離職を防止していくかというところもまた大きな課題だというこ
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となんですが、そういった観点で在職者訓練、今回県さんでやられているもの、機構さんで

やられているものと、定員自体は今年度より少し多めになっているのかなというふうにちょ

っと拝見していたんですが、企業側のニーズといいますか、その辺、何か動向的に少し最近

動きがあるかどうか、その辺もし何か傾向があればというところで結構ですけれども、ニー

ズ関係含めて何か傾向があれば教えていただければという点でございます。どうぞよろしく

お願いいたします。 

○長尾委員 ありがとうございます。 

  在職者の技能向上とか、あるいは知識の向上というのは、生産技術の向上等の関係にもつ

ながっていくと思いますので、非常に重要だと思っているんですが、県の行っている在職者

訓練については、コロナが明けて実は受注が伸びていて、なかなか企業から、労働時間内に

訓練を行いますので、訓練に割ける人員が実はいないんだという話を聞いています。したが

って、今回テクノアカデミーでやっている訓練について、特に浜通りのほうの企業が、実は

訓練が伸びていない、減少傾向になっています。 

  という中で、企業からいろいろとお話があるのは、やはりデジタルものづくり、分かりや

すいところでＣＡＤを使って設計をしたり、あるいは最近ですと５軸というマシニングがあ

りますので、加工機がありますので、こういう操作。それも、今申し上げたＣＡＤからデー

タを５軸マシニングのほうに移管するプログラム、あるいはオペレーションの技術等々の要

望はかなり実はあります。そういう形で、少しでもデジタルものづくりを推進したいという

お声は聞いているんですが、５時以降に設定すると、会社としては時間外になるので出しづ

らい。ただ時間外でやった場合も、忙しくて人を出したいけれどもなかなか出せないんだと

いう話を聞いております。参考になるかどうか分かりませんけれども。 

○中谷委員 今、県さんのおっしゃられたのも基本的には同じようにあるかと思います。私ど

もはセミナーという形でやっておりますので、短い２日とか３日ということでもうピンポイ

ントで訓練を実施するという状況でございまして、やっぱり県さんがおっしゃったように仕

事が忙しいとどうしても出せないとか、キャンセルが急に来たりとか、そういうのが実際に

ございます。企業でまとめて何人とくださる場合もあるけれども、１人、２人という場合も

ございますので、その辺はやっぱり今の経済情勢等のことがあるのかなというふうに思いま

す。 

  それと、本来は訓練であれば体系的にどういう訓練をして技能者を育てていくかというの

はやっぱり企業様のほうでいつも考えていただかないと、我々はそこのところの部分はニー

ズということで受け止めて訓練は実施するという状況でやらせていただいているので、訓練

体系図というのは私どもございますので、そういうのがありましたらまた企業様のほうで私

どもにご相談いただければというふうに思っています。技能・技術については、私どもそれ

なりの専門家がおりますので、ご相談に乗れるかなと思っています。 

  それと、私ども目標値については大体100％今のところ行っていますので、ほぼ目標値が

云々ではないんですけれども、ニーズに沿った訓練はできているところなのかな。あとは、

いつも言われますニーズというのをちゃんと的確に捉えながら今後も進めていければとい

うふうに考えているところです。 

○岩井会長 ありがとうございました。 

  ほかはいかがでしょうか。来年度の計画になりますので、何かありましたらぜひこの場で
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ご意見を頂戴できればと思います。よろしいですか。 

  それでは、そろそろお諮りしたいと思います。 

  令和６年度の福島県地域職業訓練実施計画について、事務局の案のとおりでよろしいでし

ょうか。 

     （「異議なし」の声あり） 

○岩井会長 ありがとうございます。 

  それでは、令和６年度は当計画に基づき実施するようお願いをいたします。 

  それでは、次の議題に移ります。 

  （４）教育訓練給付制度による訓練機会の確保等について、事務局から説明をお願いしま

す。 

○事務局（管家） それでは、引き続き私のほうから説明させていただきます。 

  資料№10の資料を使わせていただきます。あとちょっと付随して、追加資料もお配りした

いと思います。ちょっとお待ちください。すみません。 

  追加の資料もお配りさせていただきましたが、私のほうから教育訓練給付制度、従来から

ある制度なんですが、こちらの訓練機会の確保等についてということで説明させていただき

ます。 

  なお、今ほど追加でお配りしたものなんですが、通常あまりオープンにしていない資料と

いうことのようでして、この会議終了時にその分だけ回収させていただきたいと思うので、

机上にそのまま置いていただければと思います。あと、資料10のほうはもちろん大丈夫です。 

  それでは、初めに、教育訓練給付制度自体について説明をさせていただきます。 

  資料中の通し番号で50ページをご覧いただきたいと思います。 

  こちらは表になっておりますが、表の左側のほうからになりますが、まず特に労働者の中

長期的キャリア形成に資する教育訓練を対象としました専門実践教育訓給付というのがご

ざいまして、次に真ん中の部分になりますが、特に労働者の速やかな再就職及び早期のキャ

リア形成に資する教育訓練を対象とした特定一般教育訓練給付というものがございます。あ

と、３つ目なんですが、こちらが利用する方が一番多い部分になるんですが、それ以外の雇

用の安定、就職の促進に資する教育訓練を対象とした一般教育訓練給付ということになって

おります。 

  こちらの給付の内容につきましては、教育訓練の今ほどの種別によりまして、受講費用に

対する給付割合や上限額が決まっておるところでございます。 

  支給要件につきましては、ほぼ共通ということになっておりますが、共通な部分として、

在職者または離職後１年以内の者であって、さらに雇用保険の被保険者期間、加入期間が３

年以上の者という要件がございます。なお、初回の初めての利用の方の場合は、被保険者期

間が、こちらに記載していますように若干短縮されて緩和されているということになってお

ります。 

  講座数につきましては、一般教育訓練給付が最も多くなっておりまして、１万1,833講座

ということになっております。比例して受講による給付を受ける受給者の方の数も最も多く

なっているという形になっております。 

  さらに、この講座を受けるための要件ですが、実施機関側の要件がありますが、ご覧のよ

うに規定されていますが、専門実践教育訓練給付がかなり高度な要件ということで、その名
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前のとおり、高度な要件の中でカリキュラムを策定していただいて、審査を受け指定を受け

るという形になっております。 

  次に、51ページをご覧いただきたいと思います。 

  こちらに教育訓練給付の指定申請等の概要についてということで記載しておりますが、ま

た教育訓練給付の対象講座になるまでの流れということになりますが、実施する機関側の手

続になりますが、こちらのほうにつきましては、申請に当たりましては、左上のほうに書い

てございますが、指定基準を満たす講座を有するということが要件となっておりまして、そ

ういう教育訓練機関であることが前提ということになります。 

  申請の受付につきましては、年２回だけ実施しておる形になっておりまして、４月と10

月頃の時期ということになっております。 

  さらに、この申請の窓口のほうにつきましては、その実施機関について厚生労働省との委

託契約により決定しているところでございまして、令和５年度、本年度と来年度、令和６年

度につきましては、中央職業能力開発協会ということになっております。 

  受理した申請につきましては、厚生労働省と連携協議した上で審査を実施しておりまして、

そして対象講座ということで指定を受けますと、その指定期間３年ということで、その中で

指定を受けた講座を複数回実施できるという形になっております。 

  また、逆に教育訓練を受給する側の方、離職している方だったり、在職中の方とかいろい

ろありますが、受給要件を満たす者がということで、先ほどの被保険者期間とかなんですが、

そういう方が指定を受けている講座の受講を修了した場合に給付を受けられるという形に

なっております。指定講座でないところを受けてしまうと受講の対象にならないということ

で、事前の確認とかはハローワークのほうに相談していただければ随時行っているという形

になっております。 

  まず、講座のほうを開講している教育訓練実施機関での受講が修了した段階で、教育訓練

修了証明書というものを発行していただいて、そして住所を管轄するハローワークに支給申

請の手続をしていただくということで、その上で確認を受けて費用の一定割合の給付を受け

るという形になっております。 

  続きまして、52ページをご覧いただきたいと思います。 

  教育訓練の講座指定の対象となる主な資格試験などを記載した資料ということになって

おります。教育訓練給付の場合、どちらかというと資格を取るための講座という形になって

いる部分が主体になっておりまして、ご覧のように資格や試験などの種類の記載と、どの種

別の教育訓練の種別が対象となっているかというのを色とかで分けさせていただいて示し

ているということになっております。 

  例えばやや真ん中より下のほうに事務関係というのがございますけれども、こちらは専ら

一般教育訓練給付のほうの種別の対象講座となっておるという状況でして、逆に右側のほう

になるんですが、こちらは大学等だったり専門学校等の講座関係ということで、専門実践教

育訓練給付の対象講座ということで、やや高度な内容のものということになっております。

もちろんその区分の中で複合的に対象になっている講座というのもございます。 

  さらに、53ページをご覧いただきたいと思います。 

  この資料につきましては、訓練機関の所在地、分野別の指定講座の状況を示したものとな

っております。都道府県別に分けて記載されているものになっております。当然のことでは
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あるんですが、全国で最も多いのは東京都ということで、約2,300講座ということで全体の

15％を占めている状況になっております。福島県の場合につきましては、都道府県別に記載

しているとおりですが、福島県は392講座ということになっておりまして、東北で見ると岩

手県と同数で最も多くなっているという状況になっております。 

  ただ、分野別で見ていただくと一目瞭然かと思うんですが、分野別がかなり偏っている状

況になっておりまして、輸送・機械運転が大半を占めているという状況になっております。

この輸送・機械運転というのはどういうものかということについては、次の54ページをご覧

いただきたいと思いますが、こちらにつきましては、皆さんもご存知のように指定を受けて

いる教育訓練機関としては自動車学校や教習所ということになっているところでございま

す。いわゆる大型自動車免許だったり、大型特殊など、そういった免許を資格取得できる講

座ということになっております。 

  そういったことで分野での偏りが見られるところですが、輸送・機械運転の次に多い分野

は医療・社会福祉・保健衛生の分野ということで、実際31講座ほどありますが、こちらは主

に介護や看護関係の分野ということになっているところでございます。このように教育訓練

給付の指定講座につきましては、地域による偏在が顕著な状況になっておりまして、県内で

の分野別の偏りもあるところでございます。 

  あと、さらに机上配付ということで後からお渡しした資料のほうをご覧いただきたいと思

います。 

  １枚めくっていただきますと、先ほど見ていただいたものと同じようなグラフがあるかと

思いますが、こちらは今度、実際訓練施設、いわゆる教室ということになりますが、その所

在地、分野別の教育訓練給付制度の指定講座の状況を示した資料ということになっておりま

す。 

  こちらも同じ都道府県別、分野別で示したところでございますが、こちらは例としまして、

例えば福島県外に所在する訓練機関が福島県内で訓練施設、教室を設けて講座を開講する

ケースなども含めて集計したものということになっております。県外の機関が教室だけは福

島県内で開講しているというものになります。そのため先ほどの件数より多くなっておりま

して、福島県内の講座数が811講座ということになっておるところでございます。 

  あと、先ほどの資料と比べて、特に技術・農業の分野や事務の分野が増えている状況にな

っております。具体的な内容につきましては、次のページをご覧いただきたいと思います。 

  さらに最後のページで、裏側の裏表紙に当たる３ページのところ、右下に数字書いてあり

ますが、３ページのところをご覧いただきたいと思います。 

  技術・農業関係につきましては、例えば建築士や建築、そして土木施工管理技士検定など、

こういう講座が含まれておりまして、事務関係では最も多いのは英語検定のような部分、い

わゆるＴＯＥＩＣということで、国際コミュニケーション英語能力テストということになり

ますが、この講座ということになっております。このような教室の開講状況によって、増え

ている分野が出てきているということになっております。 

  なお、教育訓練給付の講座にも、通信課程だったりｅラーニングという形で受講可能な講

座も設定されているところでございます。 

  教育訓練については、以上のような制度や講座の指定状況ということになっておりますが、

先ほどお話ししましたように、講座の地域偏在などの課題として取り上げているところでご
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ざいまして、これを踏まえますと指定講座を拡充していく必要があるということで、全国的

な傾向ではあるんですが、公的職業訓練の実施機関の確保と同様に、即座に対応できる実施

機関などをちょっと探していく必要があるということになっております。 

  ただ今ほど話した公的訓練の実施機関と同じで、なかなか県内では実施していただけるよ

うな実施機関だったり、教育機関が多くはないという状況になっておりまして、昨年、一昨

年には県内の公的訓練の民間の実施機関を訪問させていただきまして、指定講座、申請して

いただけるような働きかけも行ったところなんですが、現在の委託訓練や求職者訓練の対応

で手がいっぱいということで、いい返事はいただけなかったという状況になっております。 

  ということで、本日は委員の皆様から、この教育訓練給付制度の訓練機会の確保に向けま

してご提案やご意見などをいただきたいと考えております。例えば県内でこのような資格な

どが習得できる講座が必要であるとか、こういう事業者や教育訓練機関などを活用できない

のかなど、幅広な内容で結構ですのでご意見、ご提案のほうをどうぞよろしくお願いいたし

ます。 

  以上になります。 

○岩井会長 ありがとうございました。 

  それでは、今コメントにありましたけれども、民間事業者の立場から、サカイクリエート

の坂井委員のほうから少ししコメントをいただければと思います。 

○坂井委員 職業紹介事業者のサカイクリエートと申します。よろしくお願いします。 

  資料と、今説明聞かせていただきまして、ありがとうございます。 

  それで、最初に頂いていた資料の指定講座の状況のところの数字と、あと後から頂いた実

際に訓練施設のある数のところを見て納得したというのが一個ありまして、我々人材サービ

スというか職業紹介事業者で推奨している資格というのが、実はキャリアコンサルタントの

資格というのがありまして、従業員に推奨しているんですけれども、やっぱり福島市では受

けるところがなくて、大体仙台とか郡山のほうに行って受けているという実情がありまして、

今だとコロナの影響でウェブとかでもやっているというところなんですね。 

  この表でいうと、その専門的サービス関係のキャリアコンサルトというところだと思うん

ですけれども、最初に頂いた資料だと、実際に福島はゼロということで、後から頂いた資料

だと、その専門的サービス関係のところはその他に当たると思うんですが、ここが２になっ

ているので、恐らく東京の事業者というか教育訓練施設が郡山とかで開催されている数字か

なとは思ったんです。 

  よくこの資料は理解できたなと思ったんですけれども、それで私がちょっと感じたのは、

やはりそれでも福島県に比べて、東京とか首都圏の教育訓練施設がほぼ大体福島県の７倍、

８倍ぐらいになっているので、やっぱり一極集中しているなという感想を持ちました。人口

がそのぐらい東京とかは多いのでそれはそれで仕方ないことかなと思いますが、ただこれは

受講者の数ではなくて施設の数だと思いますので、あながち人口に比例しているという考え

で片づけることではないかと思いますが、そういうところで福島県ももうちょっとそういっ

た訓練を受ける機会を増やしていただければいいのかななんていうふうに思いましたので、

ちょっと長くなりましたが、私からは以上になります。 

○岩井会長 ありがとうございました。 

 ほかの委員の皆様から何かご意見等ございますでしょうか。お願いいたします。 
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○金成委員 すみません、恥ずかしながらあまりこの制度を知らないというのが正直なところ

で、大変失礼なんですけれども、これ実際は今あくまで教室なりして講座を請け負うほうの

課題ということでお示しいただいているかと思うんですが、受けるほうのニーズからすると

身近なところでこういう機会がないとなかなか受けにくいというところで、やっぱり課題に

なってくるんだと思うんですけれども、これを受けられている方というのは、やっぱり離職

者は離職者で別にあるので、在職者で要件を満たしている、その方がメインになっていると

いう実態なのか。受講者側の実態を少しもし可能であれば教えていただければと思っている

んですが、すみません、制度あんまり分からない中で恐縮なんですが。 

○事務局（管家） ご意見ありがとうございます。 

  今お話しした部分については、指定講座の数でもちょっと目についた部分あるかと思うん

ですが、私もハローワークの窓口にいた場合も、やはり自動車関係の資格取得で取られる方

が圧倒的に多いです。自動車学校を修了したということで、証明書と領収書などのものもつ

けて申請していただくんですが。その中でやはりどちらかというと、そういったこともあっ

て在職中の方が多い傾向にあります。特に業種としては建設業だったり、また運輸関係の業

種ということで、例えばもっともっと普通自動車関係いっぱいと、もしくは違うのを持って

いる方もいると思うんですが、持っていた方が仕事上どうしても大型免許だったり、大型特

殊が必要で履修ということになりますが、必要ということで利用される方が多いです。 

  基本的にはご自分で自主的に費用負担した場合に助成されるという形になっているんで

すが、蛇足かもしれませんが、もし会社で負担してくれるという場合は実は給付金の対象に

ならないという部分もありまして、自前の部分で出した場合に、その例えば20％の負担とか、

そういう形になっております。利用からすると、在職者の方が人数的には多いという状況に

なっております。 

○金成委員 ありがとうございます。すみません、知らなくて大変お恥ずかしいんですが、よ

く分かりました。 

  実際には、そうするとこういう制度があって、なかなか受講できる教室が限られている、

分野も限られているということなんでしょうけれども、一般の例えば企業にいる方がこうい

う例えば資格で取ったときに、要件を満たせば給付金もらえるよというようなことというの

は、一般的には、すみません、なかなかハローワークに行っている方はいろんな情報あるん

でしょうけれども、通常に企業にいる方でこういう資格取りたいという方もたくさんいらっ

しゃると思うんですが、そういう方はこの制度というのは広くある程度ご存じというか、Ｐ

Ｒのような形は何かされているんでしょうかね。すみません。 

○事務局（管家） そうですね、ＰＲ自体として、やはりハローワークを利用していない方の

場合ですと、リーフレットの据え置きだったり、あと福島労働局のホームページでも広報・

周知はさせていただいているんですが、なかなかそれを見ていただかないと目につく機会が

ないということで、あと大体自分でそういう資格を取りたいなということで、先ほど自動車

学校とかもそうなんですが、出向いたときに自動車学校のほうで教えてくれるなんていう状

況も結構あったりします。なので、例えばもうちょっと周知のほうにも力を、おっしゃると

おり入れていかなければならない部分かなということで感じているところでございます。 

  今後、教育訓練給付制度自体の拡充というか、充実もちょっといろいろ検討している状況

というのもありますので、その辺も含めて周知・広報に努めていきたいと思います。ありが
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とうございます。 

○岩井会長 ありがとうございます。ちょっとだけコメントさせていただいていいですか。 

  先ほどデジタル技術のスキルのミスマッチというような話もあったと思うんですけれど

も、恐らく各個別企業さんの中で人材育成の計画をどう立てていらっしゃるか。その中で例

えばこういう資格の取得を促す。例えば情報関係の資格も当然たくさんあるわけで、それを

自社の要員の中で一体どういう人たちにどういうスキルを身につけさせたいのかという人

材育成プランというのがないと、なかなかまず従業員の方たちが学ぼうというふうにならな

い。そのときに例えば首都圏に行くと、実は職業訓練の仕組みがあるというのはほとんどの

実は従業員の人たちが知っているんですね。ところが、地方に来るとなかなかそれが行き渡

らないのは、恐らく会社の中の人材育成に対するむしろ経営者側の問題意識とか、そこの仕

組みの問題だというふうに実は感じることが多いです。 

  先ほど、やはり自己負担でないと給付が受けられないということなので、例えば情報系の

資格を取ったら今度資格手当として給付をするというような、そういうことと併用してやら

れると社員の方が学んでいかれる。なので、恐らくまずは企業側の経営者側の多分、姿勢で

すとか、仕組みの問題が一番最初かなというふうには感じます。やはりこういう制度、結構

やはり便利だと思いますし、従業員の方も受けやすいと思うので、何かそういうところをぜ

ひ経営者側と、まさにこの仕組みを持っていらっしゃる側とタイアップしていろいろ検討さ

れるといいんじゃないかなというふうに思いました。 

  すみません、ちょっと私のほうからのコメントで、大変失礼しました。 

  ほかはいかがでしょうか。よろしいですか。 

  ちょっと時間のほうが申し訳ありません、私の進行が悪くて大分押してきておりますので、

ここまでにさせていただきたいと思います。 

  それでは、議題（７）その他ですが、何か事務局からありましたらお願いをします。 

○事務局（鈴木） ありがとうございます。 

  資料一番下のところに一部つけさせていただいておりますリーフレットがありまして、Ｌ

ＩＮＥの周知のリーフレットをご覧いただけたらと思います。 

  今回、福島労働局、新卒応援ハローワークのほうで公式アカウントを作りまして、今イベ

ント開催だったり、求人情報の検索等々の情報をたくさん出しております。労働局の旧ツイ

ッター、Ｘのほうの周知は前回の協議会でさせていただいておりまして、まず新卒応援ハ

ローワークのリーフレットを今回つけさせていただきましたが、各ハローワークでもＬＩＮ

Ｅを今回スタートさせています。情報発信をたくさんしておりますので、もしよろしければ

友だち登録など追加していただきまして、情報をたくさん共有していただけたらと思います

ので、周知等々、機会がございましたらよろしくお願いいたします。 

  以上です。 

○岩井会長 ありがとうございました。 

  それでは、最後に、全体を通しまして委員の皆様からご意見等ございましたら、お願いを

したいと思います。よろしいでしょうか。 

  皆様、ご意見や情報提供等いただき、本当にありがとうございました。 

  以上をもちまして、全ての議事を終了いたしました。 

 


